
（別紙） 

みさとと。Ｐａｙ決済により販売または提供できない商品 

 
取扱店規約 第１５条 ６項で規定する、みさとと。Ｐａｙ決済により販売または提供できない商品を、 

以下のとおり指定します。 

 

・切手、官製はがき、印紙の購入 

・商品券、ビール券、酒券、図書券、プリペイドカード等の有価証券の購入 

・たばこの購入（たばこ事業法第36条により） 

・邑智郡指定ごみ袋 

 

附 則 

この規定は、令和３年２月１日から実施する。 

 


	みさとと。Ｐａｙ決済により販売または提供できない商品
	取扱店規約 第１５条 ６項で規定する、みさとと。Ｐａｙ決済により販売または提供できない商品を、　以下のとおり指定します。


